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制度の概要

|実施内容（予定）

【利用条件】

利用したい施設での事前面談が必須

月10時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用

１時間当たり300円の利用者負担

【利用対象者】

保育所、こども園、幼稚園等に通園していない、０歳６ヶ月以上満３歳以降最初の3月31日を迎えるまでのこども

※国の基本制度は満3歳までとなっているが、湖西市独自の取り組みとして、3月31日までの期間こども誰でも通園制度として実施する。

※国給付金の対象は満3歳までのため、市独自の延長期間の利用については、事業者又は利用者の負担で利用できるものとする。

【実施事業所】

子育て支援センターや民間こども園など７か所の事業所が実施を予定。

一 般 型：３施設

余裕活用型：４施設

※公立事業所は4月1日より利用開始予定。民間事業所の実施開始時期は未定。
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公定価格 |国から給付される「乳児等支援給付費」
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利用までの手順

|「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使用して申請

①市保育幼稚園課に、乳児等支援給付に係る認定申請

②市保育幼稚園課が認定証を発行

③利用希望事業所へ事前面談を申請

④利用希望事業所を訪問し、事前面談を実施

⑤事前面談の結果により、受入れ可否の判定を受ける

⑥事業所が設定した利用可能枠内で利用予約を申請

⑦事業所が予約確定処理をし、予約確定メールが届く

⑧利用
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こども誰でも通園制度
ポータルサイト



今後のスケジュール
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